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3
A-11、B-08石綿含有建材除去工事は（レベル3）と考えてよろし
いでしょうか。

A-11、B-08の石綿除去工事特記仕様書に記載のとおりとし、関係法令を
遵守し、石綿除去工事を行うこととします。

4
A-8　本工事は4週8休対象工事ではないと記載されています
が、何を示しているのでしょうか。

本工事が「豊中市4週8休工事実施要領」に記載の対象工事でないことを
お示ししています。
作業時間については月曜日から土曜日の午前8時より午後6時までとしま
す。

1
A-13、B-11両校に現場事務所設置になっていますが、どちら
か一校に設置と考えてよろしいでしょうか。

現場事務所設置については実工事状況、施工性、安全性、諸基準に配慮
の上、いずれか一校に設置するものとします。

2
A-10　石綿含有吹付材除去工事（レベル1）の施工箇所の記載
がありません。どのように考えればよろしいでしょか。

施工箇所は無しとします。なお、新たな石綿含有建材が判明した場合は、
協議を行うこととします。
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